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施策２ 介護予防の推進                         

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

従来、要支援者等に対して全国一律に提供されていた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護

に加え、地域の実情に応じた新たなサービスを創設、実施することにより効率的・効果的な支援

を総合的に提供していく介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。 

この介護予防・日常生活支援総合事業においては、既存の介護事業所によるサービスに加えて、

ＮＰＯや民間企業、ボランティアなど、地域の多様な主体によるサービスの提供が可能です。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業のうち一般介護予防事業は、要支援・要介護認定を受

けていない方への提供も可能となっています。 

今後も、それぞれの事業の特性を十分考慮した上で、保険者機能強化推進交付金等を活用し、

介護予防の市民生活への浸透を図るとともに、既存の社会資源や福祉サービスとの整合性を図り

つつ、住民やＮＰＯなど多様な団体等によるサービスの創設、実施を進めていきます。 

また、地域住民が実施主体となる「通いの場」を充実させ、地域における身近な介護予防の拠

点とし、住民自らが介護予防・重度化防止に取り組むことができるよう努めます。そして、少し

でも多くの住民が支えられる側から支える側にまわる仕組みの構築（図１）を進め、自助、互助

を踏まえたサービス体制を構築し、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることがで

きるよう、効果的に事業を実施していきます。 

 

 

 ■介護予防・重度化防止イメージ 

     

 

【図１：高齢者が支え手に】 
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介護予防・日常生活支援総合事業の構成 
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ア 介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、地域包括支

援センターによるケアマネジメントに基づき提供します。 

介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支

援サービス及び介護予防ケアマネジメントの４つのサービス類型があり、次に掲げる方々が対

象となります。 

 

 

 

 

 

  

ａ）要支援者 

ｂ）事業対象者（基本チェックリスト該当者） 
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①  訪問型サービス                                

 

要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、掃除や洗濯などの日常生活上の支援を行うこと

を目的に、介護予防・生活支援サービスとして次に掲げる施策のうち、平成 28 年度に a)訪問介護

（旧制度における介護予防訪問介護相当）及び b)訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービ

ス）の制度を、平成 30 年度に d)訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）を創設し、現在は、

a）訪問介護、d)訪問型サービスＣを実施しております。b）訪問型サービスＡについては、制度創

設以後、介護事業所やＮＰＯ、社会福祉協議会などと実施に向けた調整をしておりますが、現在の

ところ未だ実施団体がない状況となっております。 

今後さらに高齢化が進展し、支援体制の拡充が求められることを踏まえ、人員や運営等の基準が

緩和されたサービス事業所等を増やすとともに、シルバー人材センターをはじめ、多様な団体とさ

らなる生活支援体制の整備に向けた調整を進めていきます。 

また、自立支援、重度化防止の観点から、栄養や口腔などの状態改善を図る短期集中サービスも

重要であることから、引き続きｄ）訪問型サービスＣの積極的な推進を図るとともに、住民主体に

よるｃ）訪問型サービスＢの創設や「通いの場」等への移動手段の確保を図るための e)訪問型サー

ビスＤの実施など、本市の実情に合ったサービスを検討、実施していきます。 

 

ａ）訪問介護（旧制度における介護予防訪問介護相当） 

事業者を指定して行うサービスで、訪問介護員による身体介護、生活援助 

ｂ）訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

事業者を指定または委託して行うサービスで、生活援助等の実施 

ｃ）訪問型サービスＢ（住民主体による支援） 

補助（助成）にて行うサービスで、住民主体の自主活動として行う生活援助等 

ｄ）訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

市が直接または委託により行うサービスで、リハビリテーション専門職等による居宅での相

談指導等 

ｅ）訪問型サービスＤ（移動支援） 

補助（助成）にて行うサービスで、移動支援と移送前後の生活支援 

 

■訪問型サービスの実績及び見込み量                            （件） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

訪問介護 

（旧制度介護予防訪問介護相当） 
1,476 1,460 612 1,353 1,323 1,309 

訪問型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 
0 0 0 114 186 258 

訪問型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 
0 17 0 59 77 95 

訪問型サービスＤ 

（移動支援） 
－ － 0 3 4 5 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在  
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② 通所型サービス                                 

 

平成 28 年度からの介護予防・日常生活支援総合事業開始に伴い、以下に示した類型のうち、a)

通所介護（旧制度における介護予防通所介護相当）、ｂ）通所型サービスＡ（緩和した基準によるサ

ービス）、ｄ）通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）を実施しています。 

なお、ｃ）通所型サービスＢ（住民主体による支援）については、現在実施していませんが、一

般介護予防における地域介護予防活動支援事業の実施の状況を考慮し、課題を整理したうえで、実

施の検討を行います。 

今後も、地域の状況や需要等を勘案するとともに、高齢者の通いやすい場所での実施を検討する

など、本市の実情に合ったサービスの実施を目指していきます。 

また、介護予防に特に貢献した介護事業所等を評価する制度を創設します。 

 

ａ）通所介護（旧制度における介護予防通所介護相当） 

事業者を指定して行うサービスで、生活機能向上のための機能訓練 

ｂ）通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

事業者を指定または委託して行うサービスで、ミニデイサービス、レクリエーション、運

動等の実施 

ｃ）通所型サービスＢ（住民主体による支援） 

補助（助成）にて行うサービスで、住民主体による自主的な「通いの場」の創設、運動の

実施等 

ｄ）通所型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

市が直接または委託により行うサービスで、保健師等による生活機能向上に向けた短期

集中プログラムの実施 

 

■通所型介護予防事業の実績と通所型サービスの実績及び見込み量               （件） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

通所介護 

（旧制度介護予防通所介護相当） 
5,474 5,395 1,894 5,426 5,520 5,680 

通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 
619 268 277 378 486 597 

通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

 ※延人数 

107 49 0 45 45 45 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 
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③ その他の生活支援サービス事業                          

 

要支援者等に限定した栄養改善を目的とした配食や、ひとり暮らし高齢者等に対する見守り等

のその他の生活支援サービスは、任意事業等と一体的に実施しています（○頁参照）。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等の増加に伴い、生活支援サービスに対する需要は、

潜在・顕在を問わず高まってきていることから、今後、生活支援体制整備事業にて設置されてい

る生活支援コーディネーターと連携し、協議体での協議を踏まえながら、ボランティアや民間事

業者など、サービスの提供が可能な社会資源を把握するとともに、ＮＰＯやいきいき・元気サポ

ーターなどとも連携しながら、多様な生活支援サービスを提供できる体制の拡充を検討していき

ます。 

 

 

④ 介護予防ケアマネジメント                            

 

介護予防・日常生活支援総合事業による各種サービス等を適切に提供できるよう、地域包括支援

センターの専門職が、要支援者等に対し、機能回復や自立支援等に向けたケアマネジメントを行い

ます。 

 

■介護予防ケアマネジメントの実績及び見込み量            （件） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

介護予防ケアマネジメント 

実施件数 
4,712 4,393 1,705 

                 ※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 
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イ 一般介護予防事業 

人と人とのつながりを通じて、参加者や「通いの場」が継続的に拡大していくような地域づく

り、生きがい・役割をもって生活できる地域を構築し、介護予防を推進することを目的として実

施します。 

介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評

価事業及び地域リハビリテーション活動支援事業の５つの事業類型があり、次に掲げる方々が対

象となります。 

 

 

 

 

 

① 介護予防把握事業                                

 

市高齢者福祉課や地域包括支援センターへの様々な相談の中で、介護予防が必要と思われる方

に対し、来所や訪問により基本チェックリストを実施し、生活機能の低下や閉じこもり状態の有

無の把握をしています。その結果により、介護予防・日常生活支援総合事業や介護予防事業への

お誘いをしています。 

今後も、高齢者が要介護状態になることを予防するため、基本チェックリスト及びアセスメン

トを適正に行い、事業対象者の把握に努めていきます。 

 

■基本チェックリスト実施状況           （人） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

実施者数 113 87 26 

          ※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

  

 

ａ）第１号被保険者（65歳以上の方全て） 

ｂ）その支援のための活動に関わる方 
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② 介護予防普及啓発事業                              

 

これまでの取組みの充実を図るとともに、高齢者の通いやすい場所での実施を検討するなど、利

用者の立場に立った上で、講座内容の見直しを適時・適切に行いながら、介護予防の普及・啓発に

努めます。 

また、継続的な介護予防を行うために、自主グループ化できる活動については、その支援をして

いきます。 

さらに、保健センター等他の部局が実施する健康づくり関連事業のほか、国民健康保険事業及び

後期高齢者医療事業と連携し、市民にとって利便性が高い事業展開ができる取組みを行っていきま

す。 

  

■介護予防普及啓発事業（教室・出前講座）の実施状況 

a）楽らく長生き講座 

体操・運動・栄養・口腔・認知機能低下予防を「知る」「学ぶ」「体験する」ための出前講座 

平成 24 年度に作成した本市独自の健康長寿体操「長親（ながちか）体操」は、出前講座の 1 つ

として、普及啓発を継続していきます。 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

実施回数（回） 27 53 23 

延べ参加者数（人） 989 995 368 

             ※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

 

b）いきいき栄養教室 

調理実習と講義を交えながら、高齢期の栄養改善について学ぶ教室（市内公民館等で開催） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

実施回数（回） 1 中止 0 

延べ参加者数（人） 10 中止 0 
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c）エンジョイ！やすらぎ事業 

 社会福祉協議会への委託事業であり、地域の高齢者が様々なメニューの中から希望する講座を選

択し、自ら活動に参加することで、閉じこもり防止や生活機能の維持・向上を図り、介護予防につ

ながるよう支援する事業 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

高齢者カラオケ 
実施回数（回） 8 8 － 

延べ参加者数（人） 195 213 － 

骨盤ストレッチ 
実施回数（回） 10 － 開催予定 

延べ参加者数（人） 122 － 開催予定 

ストレッチ教室 
実施回数（回） － 7 － 

延べ参加者数（人） － 66 － 

高齢者水泳 
実施回数（回） 8 8 － 

延べ参加者数（人） 91 95 － 

高齢者脳トレ体操 
実施回数（回） 8 4 開催予定 

延べ参加者数（人） 138 61 開催予定 

高齢者水中ウォーキ

ング教室 

実施回数（回） 8 7 4 

延べ参加者数（人） 73 68 27 

高齢者ウォーキング

教室 

実施回数（回） 8 4 － 

延べ参加者数（人） 130 40 － 

高齢者マジック教室 
実施回数（回） － － 4 

延べ参加者数（人） － － 48 

高齢者ノルディック

ウォーキング 

実施回数（回） － － 4 

延べ参加者数（人） － － 47 

 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

※令和元年度の高齢者水中ウォーキング教室、高齢者ウォーキング教室、ストレッチ教室、高齢者脳トレ

体操は、新型コロナウイルスの影響により、（途中）中止となっている。 

※令和２年度の高齢者カラオケ、ストレッチ教室、高齢者水泳、高齢者ウォーキング教室は、新型コロナ

ウイルスの影響により、中止となっている。 
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③地域介護予防活動支援事業                            

 

身近な場所で住民同士が効果のある介護予防体操を行う「ご近所型介護予防事業」を実施します。 

「ご近所型介護予防事業」は、筋力の維持・向上のみならず、ご近所とのつながりを深め、住民

主体の「通いの場」の充実・拡大を図るものです。 

埼玉県が作成した「ご近所型介護予防実践マニュアル」に基づき、全国的に展開されているおも

りを使った体操（100 歳体操）をリハビリテーション専門職が定期的に指導し、地域包括支援セン

ターと協力しながら、自主グループの立ち上げや「通いの場」の創設にもつなげていきます。 

さらに、体操の普及啓発や、グループ内で中心的な役割を担うサポーターの養成も併せて実施し、

元気な高齢者が支援を必要とする高齢者の支え手となることができる仕組みの構築を目指します。 

 

 

④ 一般介護予防事業評価事業                            

 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証することで、一般介護予防事業の事業評価

を行います。 

これまで、一般介護予防事業修了者等に対するアンケート調査の実施を通じて、事業効果を検証

しながら事業内容の見直しの検討を行う他、サービスを必要とする方に対し適正なサービスの紹介

を行ってきました。 

引き続き、同様の評価事業を行うことで、より効率的・効果的な介護予防事業の運営につなげら

れるよう努めます。 

 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業                       

 

地域における介護予防の取組みを強化するため、介護予防事業等にリハビリテーションに関する

専門的知見を有する理学療法士を派遣し、助言等を行っています。 

今後も、市内の病院や介護施設等で活躍しているリハビリテーション専門職と地域包括支援セン

ターとの連携を図り、地域ケア会議、サービス担当者会議のほか、介護事業所や地域住民の運営す

る「いきいきサロン」、「通いの場」等にリハビリテーション専門職を派遣し、より効果的な介護予

防の取組みとなるよう、支援を行います。 

  



 

44 

 

■地域リハビリテーション活動支援事業の展開 
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施策３ 地域包括ケアシステムの充実                  

包括的支援事業は、以下に掲げる５つの事業にて構成され、第６期介護保険事業計画から事業に

取り組んできましたが、引き続き、各種構成事業の充実を図り、地域包括ケアシステムの構築をよ

り一層推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 被保険者の介護予防等のために必要となる事業や、その提供に関する援助、保健医療の向上等を図るための総合的

な支援、虐待防止など権利擁護に関する援助及び地域において自立した日常生活を営めるよう包括的かつ継続的な

支援を行う事業 

 

（１）包括的支援事業 

ア 地域包括支援センターの運営 

① 地域包括ケアシステム深化・推進への対応                     

 

地域包括支援センターは、行政機能の一部を担いつつ、地域住民に一番身近な機関として、条例

の規定に基づき設置されたものであり、地域包括ケアシステムの深化・推進における中心的な役割

を果たす存在として、その重要性がより増しています。 

ついては、その求められる役割を正しく認識し、包括的支援事業を適正に実施していくため、次

に掲げる各種施策の展開により、地域包括支援 

センターの機能強化を戦略的・複合的に図ります。 

 

ａ）市による明確な運営方針の提示及び市の基幹型機能の保持 

ｂ）条例基準に合致する地域包括支援センターの設置数の確保及び人員体制の強化 

ｃ）機能強化型地域包括支援センターの継続的設置及び各センター間の機能分担・連携強

化による効率的・効果的な運営の実現 

ｄ）地域包括支援センターの取組みに関する広報活動や情報公開 

ｅ）市及び地域包括支援センター運営協議会による継続的な評価や点検機能の強化 

  

包括的支援事業  

（ア） 地域包括支援センターの運営 

（イ） 地域ケア会議 

（ウ） 在宅医療・介護連携事業 

（エ） 認知症総合支援事業（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

（オ） 生活支援体制整備事業（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 
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■地域包括支援センターの機能強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの適正かつ効果的・効率的な運営を確保するために、年２回開催さ

れる地域包括支援センター運営協議会において、各地域包括支援センターの活動や運営状況

について確認・点検するほか、市による３年毎の実地指導及び監査を実施します。 

また、地域包括支援センターは、自らの活動について評価するとともに、国が策定する全

国統一の評価指標をもとに、地域包括支援センターの業務の状況や量の程度を把握し、各地

域包括支援センターを比較評価することにより、地域包括支援センターの業務の質の向上と

適正な運営を図ります。 

多職種協働による個別事例の
ケアマネジメントの充実と地
域課題の解決による地域包括
ケアシステムの構築。

早期診断・早期対応等により、認
知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けられる支援体制づくり
など、認知症施策を推進。

地域医師会等との連携により、在
宅医療・介護の一体的な提供体制
を構築。

市

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム

認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割
のセンターや機能強化型のセンター
を位置づけるなどセンター間の役割
分担・連携を強化。

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様
な主体による生活支援を充実。

多様な参加の場づくりとリハ
ビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもっ
て生活できるよう支援。

従来の業務を評価・改善す
ることにより、地域包括ケ
アの取組みを充実。

生活支援コーディネーター
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② 地域包括支援センター運営の方向性                       

 

地域包括支援センターの設置数は、高齢化の進展に伴う第１号被保険者の増加を見込み、第７期

計画において、令和２年 10月１日より１か所増設し５か所体制となりました。 

５か所全てについて、法人等への委託により運営していきます。 

委託先については、行田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例（以

下、「包括条例」という。）に規定する人員の確保及び地域包括支援センターの安定的運営が可能で

あり、包括的支援事業を適正に実施できる法人等とします。 

なお、令和 22年（2040年）の高齢者人口は、ピーク時からは減少するものの、約 25,000人と推

計されており、現在とほぼ同程度であると見込まれております。このことを踏まえ、中長期的にも

地域包括支援センターの運営は５か所体制の維持が必要と考えられます。 

※包括条例では一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむね 3,000

人以上 6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数を定めています。 

 

③ 地域包括支援センター運営協議会の設置・運営                    

 

地域包括支援センターの適正、公正かつ中立的な運営を確保するため、学識経験者や医療・福祉

関係者等で構成する運営協議会を設置し、地域包括支援センターの業務に係る方針や運営等につい

て審議するとともに、各業務の評価等を行っています。また、地域包括支援センターの担当圏域や

設置、変更、廃止等に関する決定にも運営協議会が関与します。 

なお、地域包括支援センターの評価に当たっては、国が策定する評価指標に用いて行います。 

第８期計画期間においても、透明性の高い地域包括支援センター運営を確保するため、市民に対

し、地域包括支援センターの役割や業務内容を分かりやすく伝えるよう、周知活動にも注力してい

きます。 

 

④ 地域包括支援センター相談協力員との連携                      

 

地域包括支援センター相談協力員は、本市独自の取組みとして、地域の高齢者の抱える諸課題を

把握し、地域包括支援センターへとつなげる橋渡し役を担っています。 

自治会毎に１～２名の方を委嘱するとともに、研修会の実施を通じて、その資質向上を図ってい

ます。 

地域包括ケアシステムの実現を目指す上で、市民の理解と協力は欠くことのできない重要な要素

であり、地域の中で市民が果たす役割は、より大きなものとなっていきます。 

地域包括支援センター相談協力員が地域に根差した活動を展開できるよう、引き続き、地域支援

ネットワーク会議の開催等を通じて、連携強化を図っていきます。 
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⑤ 第８期・地域包括支援センターの担当圏域                   
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■地域包括支援センターの設置・運営状況（人口は令和２年３月１日現在） 

センター名／委託先 

人口 

（うち 65歳以上の

高齢者数） 

担当地域 

地域包括支援センター緑風苑 

社会福祉法人清幸会 

住所 行田市須加 1563 

電話 557-3611 

16,174（ 5,034） 佐間の一部・長野・須加・北河原 

地域包括支援センターまきば園 

社会福祉法人隼人会 

 住所 行田市白川戸 275 

 電話 550-1777 

15,521（ 5,020） 星河・荒木・南河原 

地域包括支援センター壮幸会 

社会医療法人壮幸会 

 住所 行田市下忍 1162-14 

 電話 552-1123 

15,835（ 4,799） 持田の一部・太井・下忍 

地域包括支援センターふぁみぃゆ 

社会福祉法人瑞穂会 

 住所 行田市下須戸 65-1 

 電話 558-0088 

16,394（ 5,104） 佐間の一部・埼玉・太田 

地域包括支援センターほんまる 

医療生協さいたま 

 住所 行田市本丸 18-3 

 電話 578-7761 

16,737（ 5,041） 忍・行田・持田の一部・星宮 

計 80,661（24,998）   

※地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、その心身の健康の保持及び生活

の安定のために必要な援助を行う施設 
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⑥ 地域包括支援センターケア会議の開催                        

 

現   状 

各地域包括支援センターの抱える処遇困難事例に対応することや、国や県、市の重要施策の研

修等を行うため、市独自の会議として開催しています。 

会議では、情報交換や事例検討を定期的に行っているほか、地域包括支援センター職員の資質

の向上や業務遂行能力の均衡等を図るための助言、指導等を行っています。 

 

■地域包括支援センタースタッフ会議及び専門部会の開催状況        （回） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

包括スタッフ会議 5 2 1 

専門職による専門部会 34 34 15 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

地域包括ケアシステムの構築推進と地域包括支援センターの機能をより強化するため、引き続

き、地域包括支援センターケア会議を開催し、情報交換や連携を図る場として活用することで、

地域包括支援センター職員の資質向上に努めます。 
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⑦ 総合相談支援業務（地域包括支援センター）                    

 

現   状 

高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、地域における適切な保健・

医療・福祉サービスや、適切な機関または制度の利用につなげるための支援を行っています。 

 

■総合相談支援業務の実施状況           （件） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

相談件数 5,701 6,089 2,993 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

今後の方向性 

経済的困窮や精神疾患等による処遇困難事例も増加していることから、高齢者やその家族の

様々な課題に慎重に対処していくため、支援を必要とする高齢者の状況を正確に把握し、初期段

階での相談対応や継続的・専門的な相談支援を行うことで、引き続き、適切なサービスや機関等

へとつなげられるよう努めます。 

また、世帯が抱える複雑な課題解決を行うために高齢者以外についても、それぞれの支援機関

に適切なつなぎを行い、必要なサービスにつなげていきます。 

 

⑧ 権利擁護業務（地域包括支援センター）                      

 

現   状 

社会福祉士等が、成年後見制度の活用促進や、高齢者虐待や処遇困難事例、消費者被害の防止な

ど、高齢者の権利擁護に関する相談への対応や支援等を行っています。 

 

■権利擁護業務の実施状況               （実人数） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

成年後見制度の活用 1 5 20 

高齢者虐待への対応 12 11 5 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

今後の方向性 

権利擁護に関する関係法律や制度等の活用により、引き続き、権利救済に努めるとともに、よ

り効率的・効果的な支援を行うため、社会福祉協議会やＮＰＯなど関係機関との連携を深めなが

ら、地域包括支援センター職員の能力の向上を促進します。 
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⑨ 包括的・継続的ケアマネジメント業務（地域包括支援センター）            

 

現   状 

要介護・要支援者の介護支援専門員（通称：ケアマネジャー）や主治医など、地域における介

護・医療等に関する多職種が連携・協働することにより、当該高齢者の日常生活を包括的かつ継

続的に支援するとともに、ケアマネジャーの抱える処遇困難事例等に対する支援を行っています。 

 

■包括的・継続的ケアマネジメント業務の実施状況 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

相談件数（件） 689 604 258 

圏域別サービス担当者会議（回） 440 306 122 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

各医療機関やサービス事業者、地域住民等とのネットワークづくりをさらに推進し、引き続き、

支援を必要とする高齢者への切れ目のないサービスの提供へとつなげられるよう努めます。 
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⑩ 地域支援ネットワーク会議の開催                          

 

現   状 

高齢者支援を行う各機関の顔の見える関係の構築や定期的な情報交換などを通して、支援を必

要とする高齢者等の把握を行い、必要な支援へとつなげることができるよう、地域の民生委員・

児童委員や地域包括支援センター相談協力員、地域包括支援センター、社会福祉協議会等と連携

し、地域包括支援センターの担当圏域毎に、市独自の会議を開催しています。 

平成 29 年度からは、生活支援コーディネーターも参加し、地域の生活課題の把握や生活支援

に関する資源の把握を行い、課題と資源のマッチングなど生活支援体制整備事業と連携しつつ事

業運営を行なっております。 

 

■地域支援ネットワーク会議の開催状況         （回） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

担当圏域毎の会議 42 36 0 

※コロナウイルス感染拡大防止のため、年度末に実施予定 

 

今後の方向性 

高齢者が地域の中で抱える問題は、地域包括支援センターのみで解決できるものではないこと

から、ネットワーク会議の開催を通じて、引き続き、関係機関や地域住民との連携を深めながら、

高齢者の支援へとつなげていきます。 

また、関係者間で処遇困難事例の検討を行うなど、あらゆる機会を通じて、連携体制の構築を

図ります。 
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イ 地域ケア会議の推進 

地域ケア会議は、介護保険法第115条の48の規定及び行田市地域ケア会議設置要綱に基づき開催

される会議で、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進め

ていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法です。 
具体的には、市及び地域包括支援センターが主催し、多職種や住民を交えて個別事例の検討を行

いながら、関係者間のネットワークの構築や地域の社会資源の把握や地域課題を共有するとともに、

その解決のための政策形成を行っていきます。 

地域ケア会議は、市が主催する地域ケア推進会議と地域包括支援センターが主催する地域ケア個

別会議があります。 

 

① 地域ケア推進会議                                 

 

地域ケア推進会議は、市が自立支援型地域ケア会議として平成 29年度から実施しています。 

自立支援型地域ケア会議は、高齢者本人の自己実現に資する介護予防活動や生活支援、介護サー

ビス等の提供のため、高齢者の生活の質の向上を目指し、多職種（歯科医師、薬剤師、管理栄養士、

理学療法士、作業療法士等）の助言を得ながら、自立支援、介護予防、重度化防止の観点から、ケ

アマネジメントサービス提供の方向性を一致させていくことを目的とした会議です。 

また、地域ケア推進会議では、多職種でのケースの検討、事例の整理、アセスメント、説明等を

行っていくことで、地域包括支援センター職員や介護支援専門員、サービス事業所の職員の資質の

向上を図ることも目的の一つとして実施しています。 

さらに、高齢者の個別課題や目標の検討を行いながら、地域の課題や不足する資源、開発すべき

資源やサービスの把握、検討を行っています。 

 

■地域ケア推進会議の開催数            （回） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

開催数 12 11 2 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 
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② 地域ケア個別会議                                 

 

地域ケア個別会議は、地域包括支援センターが主催して実施しています。 

地域ケア個別会議は、高齢者にかかわる地域の関係者（担当ケアマネジャー、サービス提供事業

者、自治会、民生委員、地域包括支援センター相談協力員、家族、警察、医療機関等）が参加して、

主に処遇困難事例を中心に高齢者の個別課題の検討を行っている会議で、関係者のネットワークの

構築や生活支援に関することを協議するために開催しています。 

 

■地域ケア個別会議の開催数                       （回） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

機能強化型 

地域包括支援センター緑風苑 
4 0 1 

地域包括支援センター壮幸会 1 0 0 

地域包括支援センターまきば園 0 0 0 

地域包括支援センターふぁみぃゆ 3 0 1 

地域包括支援センターほんまる - - 0 

合計 8 0 2 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

地域ケア推進会議は、地域ケアシステムの構築推進のために、介護予防、重度化防止の視点を

踏まえながら、自立支援型地域ケア会議として、定例的に開催していきます。 

地域ケア個別会議は、地域の支援者のネットワークを構築できるように実施します。 

市は、地域包括支援センターが適切に地域ケア個別会議を実施できるように指導します。 

機能強化型地域包括支援センターは、地域ケア個別会議を主催する地域包括支援センターを後

方支援していきます。 

地域ケア推進会議及び地域ケア個別会議で検討した個別事例は、一定期間が経過した後、モニ

タリングを実施し、状況把握と支援内容の状況、目標に近づいているか等を確認し、支援方針や

支援内容について再確認及び見直しを実施します。 
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ウ 在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで

続けていくことができるよう、在宅医療等と介護を一体的に提供するために医療機関と介護事業所

等の関係者の協働を推進し、包括的かつ継続的な在宅医療、介護の提供ための体制整備を行います。 

市が中心となり、市医師会や市歯科医師会、各種介護事業所連絡会等と緊密に連携しながら、地

域の関係機関の連携体制の整備を図り、在宅医療・介護の一体的な提供体制の構築に向け、連携に

おける課題の解決のための協議や事業を展開しています。 

 本事業の推進により、将来的には在宅での看取りの数を増やしていくことを目指しますが、まず

は施設での看取りについて、市医師会や介護保険施設と協議してまいります。 

 

■在宅医療・介護連携事業のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携

地域包括支援センター
在宅医療連携拠点機能

（市町村、医師会等）

在宅療養支援診療所
（無床）（１人開業医）

在宅療養支援病院
在宅療養支援診療所

（有床）

薬局、訪問看護
ステーション等

介護サービス事業所関係機関の

連携体制の

構築支援

一時入院

訪問診療

訪問看護等

介護サービス

訪問診療

２４時間体制
の支援

訪問診療

入院（急変時の一時受け入れ）

・地域の医療・介護関係者

による協議の開催

・医療・介護関係機関の

連携促進

・在宅医療に関する人材

育成や普及啓発

２４時間在宅医療提供体制
の支援（１人開業医等の夜間
対応の支援、急変時の一時
受け入れ、レスパイト等）

在宅医療において積極的
役割を担う医療機関
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現  状 

■在宅医療・介護連携推進事業の状況 

 以下の事業を継続することにより、地域の実情を踏まえた取組みを行います。 

在宅医療・介護連携推進事業 平成３０年度～令和２年度の実施内容 

（ア）地域の医療・介護の資源

の把握 

事業所マップを市ホームページ上に掲載。奇数月に三師会（医師

会、歯科医師会、薬剤師会）と打ち合わせを実施し、状況を把握。 

（イ）在宅医療・介護連携の課

題の抽出と対応策の検討 

在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会を開催し、

課題を抽出し共有を行っている。 

医療、介護、行政、福祉関係の代表者で組織する在宅医療・介護

連携推進協議会、推進協議会の下部組織である医療介護従事者の

代表者で組織される作業部会において継続的に対応を検討して

いる。 

（ウ）切れ目のない在宅医療と

在宅介護の提供体制の構築

推進 

平成 30年度「行田市在宅医療・介護連携推進センター」を行田

市医師会に委託して運営を開始。センター内に相談窓口を設置

し、常駐のコーディネーターによる入院から自宅への退院支援、

介護への連携、在宅生活支援に関わる多職種連携や関係者間に生

ずる意見の相違・倫理的問題について意思決定の支援を行う。 

また、地域在宅歯科推進拠点も併せて設置し口腔衛生に関する支

援を行う。 

さらに、機能強化型包括支援センターの業務に在宅医療・介護連

携推進事業を位置づけ、 業務の推進を行っている。 

（エ）医療・介護関係者の情報

共有の支援 

ICT情報共有ツール「うきしろネット」を行田市医師会が導入。

行田市在宅医療・介護連携推進協議会の作業部会（患者情報共有・

ICT部会）を中心に医療介護連携情報ツール「わたしの人生ファ

イル」を作成し、配布している。 

（オ）在宅医療・介護連携に関

する相談支援 

行田市在宅医療・介護連携推進センターに常駐のコーディネータ

ーによる相談を実施している。 

（カ）医療・介護関係者の研修 

行田市在宅医療・介護連携推進センター主催や、作業部会の研修

部会が企画運営する在宅医療連携に係る各種研修等を実施し、顔

の見える関係づくりを行うともに知識や技術の向上を図る。 

（キ）地域住民への普及啓発 
行田市医師会主催の市民向けのフォーラムにおいて講演やパネ

ル展示を実施（市は後援）、広報誌「行田人」を年 3回発行。 

（ク）在宅医療・介護連携に関

する関係市区町村の連携 
近隣市との連携体制の構築に努める。 
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① 行田市在宅医療・介護連携推進協議会                        

 

 地域における保健、医療、介護及び福祉に関する関係者相互間の在宅医療及び介護に対する理

解を深めるとともに、連携を円滑にするため、行田市在宅医療・介護連携推進協議会を設置し、

医療と介護の連携に関する様々な課題解決に関する協議を行っています。 

 

■行田市在宅医療・介護連携推進協議会の状況         （回） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

開催数 1 1 0 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

② 行田市在宅医療・介護連携推進協議会 作業部会                  

 

先述の行田市在宅医療・介護連携推進協議会で出された課題を具体的に解決していくために、

平成 29年度から作業部会を設置しています。 

 

■行田市在宅医療・介護連携推進協議会 作業部会の状況                   （回） 

 
入退院調整部会 研修部会 

患者情報共有・ 

ICT部会 
普及啓発部会 

H29 2 3 4 4 

H30 2 6 5 4 

R1 0 4 3 0 

R2 0 3 2 1 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 
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③ 行田市在宅医療・介護連携推進支援センター 

 

平成 30年度に市が市医師会に委託し「行田市在宅医療・介護連携推進支援センター」を設置し

ました。 

「行田市在宅医療・介護連携推進支援センター」では、在宅医療介護連携の拠点として、相談

窓口に専門職のコーディネーターを配置し、高齢者本人、家族、介護保険事業所職員等からの在

宅における療養生活や医療、介護やその連携等に関する相談や、必要に応じて、退院の際の地域

の医療関係者と介護関係者の連携調整や高齢者本人やその家族に対して地域の医療機関や介護事

業所の紹介を行っていきます。 

また、医療・介護等の関係者への研修の企画及び実施、市民に対する在宅医療、介護に関する

情報の周知、広報活動も実施します。 

加えて、医療介護に関わる多職種が、高齢者が最後まで自分らしく生活することを支援するた

めの在宅での看取りや入退院時に活用する情報共有ツールの作成及び周知についてもセンターの

業務として実施します。 

 

 

今後の方向性 

 

在宅医療を担う医師をはじめとする在宅医の確保や介護サービス人材の確保が課題となって

おり、人材確保対策や人材不足を補う連携システムの工夫も必要となります。また、本事業に

おいて開発、導入された連携シートやツールについて関係機関や市民への普及・啓発を継続し

て行い、医療介護の切れ目のない支援体制を充実させていきます。 

また、今後はこの事業を発展させることにより、対象者を高齢者に限定せず、全ての住民の生

活課題を支援するための地域共生社会の実現に向けた体制づくりが課題となるため、行田市在宅

医療・介護連携推進協議会の議論を継続し、市医師会をはじめ各部門の事業所や、連絡会とも綿

密に連携し様々な検討を行っていきます。 
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エ 認知症総合支援事業 

 高齢化の進展により、認知症の方は増加すると予測されており、令和７年には約 700万人に達す

ると予測されています。 

また、若くして認知症を発症する方も少なからずいることから、早期診断・早期対応等により、

高齢者だけでなく第２号被保険者も含む全ての被保険者が、認知症になっても住み慣れた地域で安

心して暮らし続けることのできる支援体制を構築するため、行田市認知症総合支援事業実施要綱に

基づき「認知症総合支援事業」を実施しています。 

具体的には、認知症地域支援推進員※１の配置や、認知症初期集中支援チーム※２を設置し各種事業

を展開しています。 

本市では、国の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」や「認知症施策推進大綱」に基

づき、｢認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって過ごせる社会」を目指し、認知症の

本人や家族の視点を重視しながら「共生（住み慣れた地域で暮らし続けること」」と「予防（認知症

になることを遅らせる、進行を緩やかにする）」を車の両輪として、高齢者福祉施策や任意事業とも

関連性を持たせながら積極的に推進していきます。 

また、第２号被保険者に該当する若年性認知症や高次脳機能障害については、障害福祉分野と連

携しながら、地域生活を支えていく相談支援体制を構築していきます。 

 

※１ 認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けられるよう、医療機関やサービス事業所、地域の支援

機関等をつなぐ連携支援や相談業務等を行う、専任の企画調整担当者  

※２ 認知症の疑われる人やその家族等を訪問し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行

い、自立生活のサポートを行う複数の専門職からなるチーム 

 

■認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について 
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① 認知症地域支援推進員の配置                           

 

認知症地域支援推進員は、認知症の方への支援施策を中心的に企画し、調整する専門員で、市高

齢者福祉課及び機能強化型地域包括支援センターに配置しています。 

また、それぞれに配置した認知症地域支援推進員は常に連携し、本市の認知症施策全体の推進を

検討し、中心的に企画提案を行っています。 

 

■認知症地域支援推進員の状況と配置予定数           （人） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

認知症地域支援 

推進員の配置状況 
5 6 6 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

 

■認知症地域支援推進員会議の開催数              （回） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

開催数 9 11 3 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

② 認知症初期集中支援事業                             

 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けら

れるために、認知症の方やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期

診断・早期対応に向けた支援を実施しています。 

 

■認知症初期集中支援事業の状況 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

認知症初期集中 

支援チーム（チーム数） 
1 1 0 

認知症初期集中 

支援チーム対応件数 
3 5 0 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 
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③ その他の認知症支援事業                              

 

認知症の方のケア向上のための取組みとして、市が作成した認知症ケアパスを利用して、病気の

理解や対応などについて周知を図っていきます。 

 

今後の方向性 

 今後も認知症初期集中支援事業をさらに充実させ、活用していきます。 

 また、各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、身近な相談拠点を整備する

とともに、認知症カフェに対する企画提案、認知症サポーター養成講座の開催等を行います。 

 認知症の方のケア向上のため、埼玉県認知症疾患医療センター等の医療機関、障害福祉関係機

関、介護事業所、権利擁護に関する機関等との連携を推進するとともに、認知症ケアに携わる多

職種協働のための研修も検討していきます。 

 認知症の方の家族を支援する施策を検討していきます。 
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オ 生活支援サービスの体制整備 

 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加に伴い、支援を必要とする高齢者が増加する中で、

高齢者の方々が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるためには、地域やボランティア、ＮＰＯ、

民間企業等の多様な主体による生活支援サービスの提供が求められております。 

こうした地域全体で多様な主体によるサービスの提供を推進するため、生活支援コーディネータ

ー（地域支え合い推進員）※１や協議体の設置を行っています。 

市は、より地域に密着した支援体制の強化を図ることを目的に設置する第２層協議体について、

現在活動している２つの第２層協議体をモデルに全ての日常生活圏域への第２層協議体の設置を

促進するとともに、その活動を支援していきます。 

生活支援コーディネーターは、生活支援サービスを効果的に提供するために、既存のボランティ

ア、ＮＰＯ等を把握するだけでなく、新たな担い手の育成や生活支援のニーズの掘り起こしにより、

生活支援ニーズと担い手とのマッチングを行います。また、各地域や機関で実施されているボラン

ティア養成についても把握を行い、生活支援ニーズとボランティア養成をつなぐとともに、効率的

なボランティア養成について、関係機関との調整を行い、生活支援ニーズと担い手のマッチングに

活かしていきます。 

また、高齢者自らが社会的役割を持つことが自身の生きがいや介護予防へとつながることから、

「通いの場」などの高齢者の介護予防、社会参加の促進と生活支援サービスの充実を一体的に捉え、

意欲と能力のある高齢者が「支える側」に回れるようなボランティアポイント制度の導入等の取組

みについて、既存のボランティアの体制等とも調整を図りながら、推進していきます。 

※１ 地域の中で生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開

発やネットワーク構築等）を果たす者 
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■生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第１層、第２層のイメージ図 

 

 

  

生活支援の担い手

としての社会参加

○ニーズにあった多様なサービス種別

○住民主体、ＮＰＯ、民間企業等多様な

主体によるサービス提供

・地域サロンの開催

・見守り、安否確認

・外出支援

・買い物、調理、掃除などの家事支援 等

○現役時代の能力を活かした活動

○興味関心がある活動

○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業

・趣味活動

・健康づくり活動、地域活動

・ボランティア活動 等

生活支援サービス 高齢者の社会参加
地域住民の参加

市を核とした支援体制の充実・強化

バックアップ
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（２）任意事業 

高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続していけるよう、介護保険事業の

運営の安定化を図りながら、被保険者及び要介護者を現に介護する方に対し、地域の実情に応じて

必要な支援を行うための事業です。 

 

ア 家族介護支援事業 

介護方法の指導その他の要介護者を現に介護する方の支援のために必要となる事業を実施して

います。 

 

① 介護教室の開催                                 

 

要介護状態の維持・改善を目的として、適切な介護知識や介護技術、外部サービスの利用方法の

習得等を内容とした教室を開催し、介護者を支援する事業です。 

 

現状と課題 

介護者や介護に関心のある方などに対し、適切な介護方法やサービス利用方法、介護に関する

知識や対応方法、介護者の心身のリフレッシュ方法等を伝えるため、地域包括支援センターへの

委託により教室を開催しています。 

介護に関する知識や方法について、より多くの方々に伝えられるよう、教室の周知に努める必

要があります。 

 

■家族介護教室の実施状況                （回） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

実施回数 8 5 1 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

 

今後の方向性 

正しい介護知識の伝達や介護者の心身のリフレッシュ等を行うことで、引き続き、介護者の支

援に努めるとともに、教室の存在を広く周知することで、介護について悩みを抱える方はもとよ

り、より多くの方々の参加を促進し、市民全体の理解や認識を高められるよう努めます。 
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② 徘徊高齢者等早期発見シールの配布                         

 

現状と課題 

徘徊高齢者等の早期保護と事故の未然防止を図るとともに、徘徊高齢者等を在宅で介護する介

護者またはその家族の精神的負担の軽減を図るため、靴やサンダル、杖などその他持ち物等に貼

る反射シールの配布を行っています。 

登録者の捜索に役立つほか、保護された時の身元確認と家族への連絡を速やかに行えるよう、

登録者の情報は、行田警察署へ情報提供を行っています。 

対象者だけでなく、地域で見守りを行っていただくためにも、サービスの更なる周知を行って

いく必要があります。 

 

■シール配布状況                     （人） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

配布人数 18 17 5 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

今後、高齢化の進展に伴い、認知症の方の増加が見込まれているため、引き続き、シールの配

布及び周知を行うことで、徘徊高齢者等の早期保護と事故の未然防止、介護者の負担軽減に努め

ます。 
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③ 徘徊高齢者等位置探索サービス事業                         

 

現状と課題 

徘徊高齢者の早期保護と安全確保を図るとともに、その介護者にかかる精神的負担の軽減に資

するため、徘徊高齢者の現在位置を知らせる端末機器の貸与等を行っています。 

徘徊高齢者等早期発見シールの交付事業も始まり、貸与件数の極めて少ない状況が続いており

ますが、早期発見シールと併用することで、更なる安全確保が図られることから、今後もサービ

スの更なる周知が必要です。 

 

■位置探索サービス事業の実施状況             （件） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

ＧＰＳ端末貸与数 3 5 2 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

より効率的・効果的に見守りを実施できるよう、対象者の意見等を取り入れながら、新たな機

器導入の検討をしながら、利用者の増加を図り、徘徊高齢者等の問題に対して総合的な見地から、

事業・サービスを推進していきます。 
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④ 認知症サポーター養成講座                             

 

 認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、

地域や職域において認知症の方とその家族を支える認知症サポーターの養成を行うための事業で

す。 

 本市では、認知症に関する正しい知識や対応方法を学び、より多くの方に認知症の方とその家族

を見守る応援者（認知症サポーター）となっていただけるよう、認知症サポーター養成講座を行っ

ています。 

 

 現状と課題 

厚生労働省の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさしい地

域づくりに向けて～」の一環として、認知症サポーター※１を令和２年度までに 1,200万人養成す

るとの目標が掲げられているとおり、全国でも講座が行われています。 

本市においても、認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して、市内の介護事業所や公

共施設等を利用し、認知症サポーター養成講座を定期的に開催するとともに、市民や民間事業所、

企業等が講座を開催する際の支援を行っています。 

認知症に対する市民の理解をさらに深め、市民全体での見守りの機運を高めるため、さらに多

くのサポーターの養成を進める必要があります。 

※１ 認知症の方とその介護者を見守り、応援者となるため、認知症に関する正しい知識と理解を身に着

けた一般市民 

 

■認知症サポーター養成講座の開催状況 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

実施回数（回） 25 23 6 

参加者数（人） 445 472 50 

市の主催、事業者等の主催を全て含む     ※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

認知症高齢者を地域全体で見守っていくため、引き続き、講座の開催を通じてサポーターの養

成に努めるとともに、市民や民間事業所等に対し、講座の存在を周知しながら、その開催を支援

していきます。また、認知症サポーターを中心としたチームオレンジを整備し、認知症カフェ等

における活動を支援し育成を行います。  

なお、認知症等による高齢者の徘徊が社会的な問題となっていることから、養成講座の開催に

とどまらず、より早期に発見・保護を目指す仕組みとして、声かけに注目した新たな取組みの導

入や養成したサポーターへの研修会等についても検討していきます。  
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⑤ 要介護者等紙おむつ給付事業                            

 

現状と課題 

在宅で 40 歳以上の行田市の介護保険に加入している要介護３以上の方に対し、紙おむつ及び

尿取りパッドを給付し、本人及びその介護者の精神的、経済的負担等の軽減を図っています。 

委託業者が宅配することに加え、紙おむつ等の種類も選択可能であり、さらに利用者の費用負

担もないことから、受益者負担の観点からサービス内容の見直しを検討する必要があります。 

 

■紙おむつ給付事業の実施状況 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

利用登録者数

（人） 
192 224 237 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

地域包括ケアシステムを構築する上で、在宅介護は欠くことのできない重要な要素でもあるこ

とから、引き続き、紙おむつ等の給付を行うことで、被介護者及び介護者の負担軽減に努めます。 

また、持続可能な事業運営を確保するため、適正な受益者負担の導入や、利用対象者の見直し

など、適時・適切にサービス内容の見直しを図ります。 
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⑥ 認知症カフェ（オレンジカフェ）                          

 

現   状 

認知症の方や家族、医療介護の専門職、地域住民、ボランティアなどが集まり介護に関する専

門職への相談や情報交換、当事者同士の交流等を気軽に行える機会を確保するため、市内に認知

症カフェ（オレンジカフェ）を設置しています。 

 

■認知症カフェの実施状況ｗ 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

実施回数（回） 64 76 15 

参加者数（人） 1,019 1,323 164 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

今後も、認知症の方や家族が住み慣れた地域で安心して生活していくため、より地域に密着し

た認知症カフェにすべく、医療・介護分野をはじめとした各種団体とともに協力し、更なる設置

を進めていきます。 

また、そうした場があることを市民に把握してもらうため、チラシや認知症カフェマップの更

新を随時行うなど普及・啓発に努めます。 

さらには、認知症サポーター養成講座受講者のうち、ボランティア希望者を認知症カフェの運

営ボランティアとして活躍してもらい、認知症の方を地域で支える体制づくりを進めていきます。 
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イ その他の事業 

成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、認知症対応型共同生活介護事業所の

家賃等助成事業、地域自立生活支援事業の４つの事業類型のほか、介護保険事業の運営の安定化及

び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業を実施することができま

す。 

本市では、これらのうち、次に掲げる３事業を実施しています。 

 

ａ 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の市申立て等を行う際に必要となる経費や、成年後見人等に支払う報酬について、

低所得者に対し助成等の支援を行う事業です。 

本市では、当該事業を実施するための予算を確保しているところですが、利用は極めて少ない状

況です。今後、支援を行う必要が生じた際に迅速かつ的確に対応できるよう、引き続き、予算の確

保に努めます。 

 

■成年後見制度市長申し立て状況及び利用支援事業状況                    （件） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

市長申し立て相談数 1 1 0 2 2 2 

市長申し立て数 1 1 0 2 2 2 

成年後見制度利用 

支援事業利用者数 
1 1 0 2 2 2 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

ｂ 福祉用具・住宅改修支援事業 

福祉用具及び住宅改修に関する相談や助言、情報提供、連絡調整等を実施するとともに、住宅改

修費の支給申請に係る書類を作成した場合と、ケアマネジャーが改修の内容及び必要性を記載した

理由書を作成した場合の経費を助成する事業です。 

本市では、当該事業を実施し、高齢者が在宅で生活を継続できるよう支援しています。 

在宅での生活は、地域包括ケアシステムの構築を目指す上での基本であることから、要介護者等

が、住み慣れた自宅で日常生活を営むことのできるよう、引き続き、支援を行います。 
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ｃ 地域自立生活支援事業 

高齢者の地域における自立した生活の継続を支援するための事業として、地域資源を活用したネ

ットワーク形成に資するために行う事業です。 

栄養改善の必要な高齢者に対し、配食の支援を活用して高齢者の状況を定期的に把握するととも

に、必要に応じて市へ報告を行います。 

 

 

① 高齢者等配食サービス事業                             

 

現   状 

自ら食事の支度をすることが困難で、かつ、他の誰からも食事の提供を受けられない高齢者に

対し、栄養バランスの取れた食事を宅配することで、その健康保持を図るとともに、安否の確認

等を行っています。 

 

■配食サービス事業の実施状況 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 

利用登録者数(人) 148 156 182 

※令和２年度欄は令和２年９月末日現在 

 

今後の方向性 

平成 30年度に効率的・効果的なサービスの実施を目的に事業内容の見直しを実施しました。 

在宅での生活は、地域包括ケアシステムの構築を目指す上で基本であることから、引き続き、

サービスを実施していきます。 

食事の援助を必要とする高齢者の需要の増加に対して、民間による同様なサービスが充実して

きていることを踏まえ、持続可能な事業運営を確保するため、適正な受益者負担や対象者の見直

しを行っていきます。 
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（３）高齢者への虐待防止対策等 

高齢者への虐待は、その背景や原因の複雑さ、対応の困難さなどから深刻な問題となっており、

高齢者の尊厳を保持するための対策が急務となっています。また、虐待に至る要因が重なれば重な

るほど深刻化しやすく、解決も困難になると考えられます。 

本市では、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき、「行田市高

齢者虐待対応マニュアル（平成 27年３月作成）」を作成し、虐待を早期に発見し、関係機関と連携

し、高齢者の安全確保や生活支援、さらに養護者に対する介護負担の軽減等の支援を行っています。 

また、認知症などにより日常生活の判断に不安を感じる高齢者も増加していることから、これら

の方々の権利擁護を図ることは、これまで以上にその重要性が増しています。 

高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るためには、互助としての地域での見守

りや、公助としての各種福祉サービスの提供、金銭管理の援助等により、重層的な支援を行ってい

く必要があります。 

さらに、判断能力の低下した認知症高齢者などのうち、身寄りがない方など、当事者による対応

が難しい場合においては、成年後見制度の利用を確保するため、当事者に代わり後見開始の審判の

請求を行う必要があります。 

高齢者の尊厳を確保し、かつ、安心した生活に寄与することができるよう、虐待対策及び権利擁

護体制の充実に努めます。 
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①高齢者虐待対策の推進                              

 

現状と課題 

虐待事案に対しては迅速かつ的確な対応が求められることから、虐待の早期発見のために必要と

なる取組みや虐待が発生した場合の通報から高齢者本人や養護者への支援への流れ、関係機関の役

割等を明記したマニュアル※１を作成し、本マニュアルに基づいた対応により虐待の早期発見・早期

解決を図っています。 

また、虐待を未然に防ぐため、高齢者虐待についての正しい知識や認知症への理解、養護者支援

等をマニュアルに記載するとともに、行田ケアマネ連絡会、民生委員協議会、公民館等における講

演等で周知を行っています。マニュアル※１には、早期発見への取組みや虐待が発生した場合に、通

報から高齢者本人や養護者の支援への流れ、関係機関の役割等を明記し、虐待への対応を行ってい

ます。 

 

今後の方向性 

虐待事例の早期発見・早期対応のためには、市や地域包括支援センター、民生委員だけでなく、

地域住民や介護事業者等の協力が不可欠であることから、市や地域包括支援センター等に速やかに

相談や通報ができるような体制を整備し、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に

関する法律」やマニュアル※１に基づき迅速に対応することで、高齢者の安全確保及び虐待の解決を

図ります。 

また、必要に応じて老人福祉法による措置を講じるとともに、民法及び老人福祉法の規定に基づ

き、後見開始の審判の請求を行うなど、適時・適切に対処していきます。 

※１ マニュアル 「行田市高齢者虐待対応マニュアル（平成 27 年３月作成）」 
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②老人福祉法に基づく入所委託の措置                         

 

現  状 

環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護または介護を受けることが困難な高齢者

について、老人福祉法に基づく入所委託の措置を採っています。 

 

今後の方向性 

家族関係や人間関係の多様化・希薄化等により、入所委託の措置を採るべき対象者は、潜在的な

ものも含めて増加していくことが見込まれます。 

事例が発生した際には、老人福祉法の主旨に則り、適時・適切に対処していきます。 

 

 

③成年後見制度に関する体制の整備及び啓発の推進                  

 

現状と課題 

後見開始の審判の請求を円滑に実施できるよう、社会福祉士等の専門職を配置するとともに、そ

の育成・活用を図っています。 

また、市民の成年後見制度に関する理解や認識を高められるよう、相談窓口におけるリーフレッ

トの配布や講演会等の開催を行っています。 

高齢化の進展や家族形態の変化等に伴い、後見を必要とする高齢者は増加が見込まれることから、

それに対応できるだけの体制を常に確保し続けるとともに、市民への啓発をさらに推し進める必要

があります。 

 

今後の方向性 

老人福祉法の規定に基づき、引き続き、後見の相談・対応等を行うことのできる職員の育成・活

用に努めるとともに、リーフレットの配布や講演会の開催等を通じて、さらなる普及・啓発を図り

ます。 

また、高齢化の進展などにより、後見を必要とする高齢者の増加が見込まれることから、成年後

見制度の普及及び促進を目的として、各種専門職との連携を図り、市民の権利を擁護するための成

年後見センターの設置などを検討いたします。 
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④法人後見事業の推進（社会福祉協議会）                      

 

現状と課題 

認知症等により判断能力の十分でない高齢者等のため、成年後見制度に関する相談や申立て手続

き等の相談を受けるとともに、社会福祉協議会が法人として成年後見人等となり、当事者の財産の

管理や身上保護を行っています。 

 

今後の方向性 

 高齢化の進展に伴い、後見を必要とする高齢者も増加が見込まれることから、現在の事業内容の

見直しを図るとともに、多様なニーズに対応できるように「成年後見センター（仮称）」の設置に向

けて準備していきます。 

 

■法人後見事業の実施状況                                 （件） 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

相談件数 25 26 9 40 50 55 

受任件数 2 4 3 5 7 8 

※令和２年度欄は、令和２年８月末日現在 
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⑤「あんしんサポートねっと」の推進（社会福祉協議会）               

 

現状と課題 

社会福祉法による福祉サービス利用援助事業として、判断能力の十分でない高齢者等に対し、福

祉サービスを適切に利用できるよう援助するとともに、日常的な金銭管理等を行っています。 

個別のサービス利用では問題を解決できない方々を支援できるため、消費者被害や親族等による

金銭搾取が見つかる場合や、支払いを巡る事業者との揉め事の解消につながる場合もあるなど、副

次的効果も生み出しています。 

高齢化等を背景とした対象者の増加に伴う潜在的・顕在的な需要に対し、しっかりと応じられる

体制を整えていく必要があります。 

 

■あんしんサポートねっと（福祉サービス利用援助事業）の内容 

福祉サービス利用援助 

・福祉サービスに関する情報提供・相談 

・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用援助 

・福祉サービスの援助 

日常生活上の手続き援助 ・日常生活において必要となる各種届出や申込み等の援助 

日常的金銭管理 

・福祉サービスの利用料を支払う手続きの援助 

・税金や社会保険料、公共料金等の支払いの援助 

・年金や各種手当等の受領及び生活費の運搬 

書類等預かりサービス 
・預貯金通帳や不動産の権利証、各種契約書類等の管理 

・実印や銀行印等の管理 

 

今後の方向性 

対応する生活支援員の確保・育成を図るとともに、引き続き、支援を必要とする方を適切に把握

できるよう努めます。また、利用者の状態変化に応じて成年後見制度へとつなげられるよう、関係

機関との連携を図ります。 

 

■あんしんサポートねっとの実績と見込み 

 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

相談件数（件） 14 15 6 15 15 15 

利用者数（人） 38 40 42 45 48 50 

生活支援員数

（人） 
6 6 5 6 6 6 

※令和２年度欄は、令和２年８月末日現在 

相談件数は延べ件数 


